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報告① 
「こども誰でも通園制度」の提案概要と論点 

逆井直紀（保育研究所・全国保育団体連絡会） 

 

1．こども家庭庁の発足、こども政策に関わる諸文書の公表・発出 

（１）こども大綱 今後5年間のこども政策基本方針・重要事項 

国として「こどもまんなか実行計画」6月策定 自治体も「こども計画」の策定へ 

（２）幼児期までのこどもの育ちに係る基本的なビジョン（はじめの 100 か月の育ちビジョン） 

（3）こども未来戦略 ― 異次元の少子化対策 

 １）75年振りの配置基準の改善とさらなる処遇改善 

 ２）こども誰でも通園制度（仮称）の創設  

 
参考）職員配置基準 
（１）実施時期、実施方法  

4・5歳児の改善 30対1 → 25対１ 

最低基準（内閣府令）の改定  本則は改善内容（25対1）を記述 

しかし附則で、期間の定めのない経過措置（30対1でもＯＫ）  民間施設は加算対応 

  （３歳児も経過措置付基準改定 民間は公定価格の加算対応） 

  1歳児（6対１ → 5対1 への改善）先送り  遅くとも2026年度までには実施 ⁉ 

                                    2024年度政府予算資料より抜粋 

（２）貴重な一歩だが、残念ながら不十分な改善  

  1）4・5歳児の改善、3歳児の改善  → 最低基準の改定へ 

      ただし、期限の定めのない経過措置が附則に  

        改善を実施している施設には加算対応  （チーム保育推進加算等取得施設は対象外） 

   2）1歳児の改善  先送り  最悪2026年度実施？ 

       おそらく経過措置付で加算対応か 

   3）早期完全実施とさらなる改善を求める 
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２.こども誰でも通園制度（仮称）の基本的枠組み—予算案、関連法国会上程へ 
 

（１）こども未来戦略方針での提起 

１） 前段階 厚労省「地域における保育所・保育士等の在り方に関する検討会とりまとめ」（2021.12.20）  

          日本の保育政策 待機児童問題への対応 → 人口減少社会への対応 

           〇多様なニーズを抱えた保護者・子どもへの支援 

  保育所に通所していない児童の週１～２回程度の預かり 

  ＩＣＴ等を活用した急な預かりニーズへの対応 

２） こども未来戦略方針（2023.6.13） →こども未来戦略（2023.12.22） 

「現行の幼児教育・保育給付に加え、月一定時間までの利用可能枠の中で、就労要件を問わず時間単位等で

柔軟に利用できる新たな通園給付（「こども誰でも通園制度（仮称）」）を創設する。」 

 

（２） 2026年度の本格実施を見据えた性急な動き   

1）2023年度保育所等の空き定員を利用したモデル事業 

     ↓ 

2）2024年度から実施の試行的事業の実施を２０２３年度から前倒し→２０２３年度補正予算に計上   

   ↓           

◎2024年の通常国会で改正法提出 子ども・子育て支援法等改正法案  

             こども誰でも通園制度の創設のみならず、支援金等に関わる改正も 

３）２０２５年度 地域子ども・子育て支援事業として実施 

     ↓ 

４）２０２６年度から本格実施 新たな給付制度として全自治体で実施 

    乳児等支援給付 乳児等通園支援事業 

第九回こども未来戦略会議（2023.12.22） 

 

 

 

 

（3）試行的事業と新たな給付による本格実施による制度の違い 

 2026年度から本格実施となる新たな給付の制度と— それ以前の試行的事業等の補助金事業 

                                                       連続性あるが、制度の基本部分が異なる 
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       〇試行的事業は、市町村が実施主体の補助金事業 
        

       ◎給付による本格実施の制度は、当事者である利用者（保護者）と事業者（施設）による直接契約の仕組み 

公的責任はより限定的   基本的な責任は、当事者（利用者と事業者）に 

        市町村の仕事  利用者—市町村が認定、事業者—市町村が指定・確認、監査 

利用があった場合の給付金の支払い 

              子ども・子育て事業計画で、計画的な整備が自治体に求められる   

        

※ 試行的事業の段階では、十分な検証がなされない恐れ 

  試行的事業は市町村も慎重、比較的手厚い体制で実施か？ 

                                           

こども家庭審議会第3回子ども・子育て分科会資料（2023.11.21） 

 
3.こども誰でも通園制度（仮称）試行的事業の概要 

 

（１） 試行的事業の概要明らかに 

1）試行的事業に関する「実施要綱」（こども家庭庁生育局長通知「多様な保育促進事業の実施について」 

                                2024.1.18） 

２）試行的事業実施の在り方に関する検討会「中間取りまとめ」（2024.2.19）  

 

（２）現時点で見えていること――実施要綱などをベースに   

１）試行的事業の実施主体は市町村 民間事業者への委託等も可 

民間事業者に特に縛りはかかっていない 営利企業や個人もOK 

２）対象児 保育所等に通っていない６か月～満３歳未満児 
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3）実施場所 保育所等   既存の保育施設の他に 

    「等」は駅前等の利便性の高い場所や空き店舗などを想定。 

４）実施方法   多様な実施形態が出現する可能性 

たとえば、  ⅰ 保育所  通常保育の中に 

          ⅱ 保育所  専用室で 

          ⅲ ショッピングモールの一角など利便性の高い場所で 

５）就労の有無を問わない、時間単位の柔軟な利用 

利用時間  上限月10時間 

定期的な預かり利用と柔軟な「自由利用」 

 特に、「通園」のイメージでは捉えきれない「自由利用」   一時託児・スポット保育の普遍化？ 

 

第４回試行的事業検討会資料（2023.12.25） 

 
試行的事業検討会中間取りまとめ（2024.2.19） 
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６） 試行的事業の補助単価  いわゆる出来高払い 

        子ども1人１時間あたり850円、 

        障害児の受入れ1時間あたり400円加算を原則 

            利用者負担１人１時間あたり300円が標準 利用料の設定・徴収は事業者 

  ７）実施のための条件 

      既存の一時預かり事業の条件（配置基準）をそのまま適用 

        一時預かり事業  当初は「一時保育事業」として国庫補助化 

専用保育室必置 対応は保育士で 

その後規制緩和がすすめられてきた 専用室不要 

                               保育士でもなくても対応可 

         その厳しい現状・実態 

                 ※本格実施となると、 薄く全国をカバーする制度と 

自治体独自の比較的手厚い事業が併存する可能性も 

    

４.試行的事業に対するイメージと本格実施される制度とのギャップ 
  

  孤立した育児をなくすために、施設に定期的に通園することで子育て家庭を支援する仕組みと捉えられて

いるが、 実際は？ 

 

※ 全国で（自治体を超えて）、「自由利用」が可能な仕組み 

  未開拓の分野として注目されている一時託児・スポット保育の市場拡大・商業化が志向されている点に 

注目する必要 

            

     試行的事業は、市町村で完結する仕組みといえるが、 

本格実施となる制度は、全国的な統一システムで、全国の空き施設から予約も「かんたん」 

システムを介することで、利用者・事業者・自治体の負担軽減というが、本当だろうか？ 

利便性・簡便性の強調    とにかく預かることが最優先にされている 

子どもの情報を入力させることで、親も施設・保育者も安心なのか？ 

事前面談等の扱いが不明確 

親子通園も「容認」しているが、できるだけ限定することが明記されている。 
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        利用者が入力する個人情報の例（一時預かり） 

 

 

 

 

 

 

 

 
５.問題点 

※ 幼い子どもの受入れを安易にとらえていないか 

    保護者への支援・負担軽減は必要だが、それは子どもの保育・受入れを軽く扱うことではなく、 

    また、その負担を保育現場に押し付けるものになってはならない。 

     簡単に子どもを託せる仕組みを作ることが本当に子育て支援なのだろうか？   

      

（1） 権利性が不確立、軽視されている 

  認定されても利用できるかどうか 

     

（2） 子どもの権利―子どもの側の視点の軽視   

１）6か月～満３歳未満児の発達特性の無視・軽視 

    慣れない環境で、見知らぬ保育者に委ねられる子どもの側の負担も視野に 

２）既存の子ども集団への受入れについても、子どもにとって安心できる保育の場を不安定化させかねない 

                                      

（3）受入れる側の困難さへの無理解   

あまりに低い条件設定  通常の保育の受入れで疲弊している保育現場にさらに負荷を掛ける仕組み 

 家族のあり方は多様であり、様々な困難を抱えた家族が利用することを前提すべき 

 子どもに対する直接処遇とともに、保護者への支援・援助（面談、助言）等々多様な仕事を現場は抱える 

   そうした負担への対応体制をどう確立するのか   
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丁寧に受入れようとする施設にはさらなる負担・困難を抱えるであろう。  

          一方で、安易に受入れようとする事業者の参入も大いに予想される 

 

（４）あいまいな公的責任  当事者まかせ、自己責任に帰する仕組み 

     給付による本格実施の制度は―直接契約    公的関与・責任は限定的     

市町村・都道府県・国の責任のもとで機能する仕組みこそ 

1）事故があった場合の責任の所在 

 国の仕組みでありながら、事業者だけが負う仕組み   いまだ未検討の公的保険の適用 

２）給付は利用者補助 使途を規制し難い    

  ３）困難を抱えた家族への有効な支援というが… 

   その困難を事業者・保育者だけで受け止めきれない  公的責任のもとでの対応が求められる 

      種々の機関・部門と連携し、情報を集約できる市町村の役割が重要  

その市町村に責任を持たせることが要であり、そのための権限と財源を確保する仕組みに     

                  

６.何を目指すべきか      

 

通常保育、一時預かり事業も含め、公的責任の下で保育条件の改善を具体化することは不可欠 

今のままでは、安心できる受け皿は決して増えない！ 
 

保育の対象を、就労など専ら保護者の状況をもとに限定してきた現行の通常の保育制度の限界を認識

し、すべての子どもの権利として、格差なく豊かな保育を保障する制度の実現を展望する 
 

保育所と子育て家庭との濃厚な関係づくりを軸に、母子保健・療育・社会的養護等種々のネットワー

クで、子育て家庭・子どもを支える  重要なのは公的責任性の維持・拡充 
 

  子どもを育てることはとても重要で大変な営みなのだから、 

その負担を保護者や施設だけに責任を負わせるのではなく、 

子どもや保護者、保育者の権利を保障することを明確にして、公的責任のもとに制度を確立すべき 
 

※ 子どもの命にかかわる問題であり、安心・安全で利用できる体制・制度はどうあるべきか 

  真摯な論議と、慎重な検証を 

        

 

●資料 「こども未来戦略」（抜粋） 
～ 次元の異なる少子化対策の実現に向けて ～               （赤字編集部） 

 

（２）幼児教育・保育の質の向上 ～75 年ぶりの配置基準改善と更なる処遇改善～ 

○ 待機児童対策の推進により量の拡大は進んだものの、一方で、昨今、幼児教育・保育の現場でのこども
をめぐる事故や不適切な対応事案などにより子育て世帯が不安を抱えており、安心してこどもを預けられ

る体制整備を急ぐ必要がある。 
○ このため、保育所・幼稚園・認定こども園の運営費の基準となる公定価格の改善について、公的価格評

価検討委員会中間整理（2021 年 12 月）を踏まえた費用の使途の見える化を進め、保育人材確保、待
機児童解消その他関連する施策との関係を整理しつつ、取組を進める。 

○ 具体的には、「社会保障と税の一体改革」以降積み残された１歳児及び４・５歳児の職員配置基準につ
いては、 

① 2024 年度から、制度発足以来 75 年間一度も改善されてこなかった４・５歳児について、30 対１か
ら 25 対１への改善を図り、それに対応する加算措置を設ける。 

また、これと併せて最低基準の改正を行う（経過措置として当分の間は従前の基準により運営するこ
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とも妨げない。）。 
② 2025 年度以降、１歳児について、保育人材の確保等の関連する施策との関係も踏まえつつ、加速化

プラン期間中の早期に６対１から５対１への改善を進める。 
○ また、保育士等の処遇改善については、令和５年人事院勧告を踏まえた対応を実施するとともに、民間

給与動向等を踏まえた更なる処遇改善を進める。 
○ くわえて、費用の使途の見える化に向けて、事業者が施設ごとの経営情報等を都道府県知事に報告す

ることを求めるとともに、報告された経営情報等の分析結果等の公表を都道府県知事に求めること等を
法定化する。 

（３）全ての子育て家庭を対象とした保育の拡充～「こども誰でも通園制度（仮称）」の創設～ 
○ ０～２歳児の約６割を占める未就園児を含め、子育て家庭の多くが「孤立した育児」の中で不安や悩み

を抱えており、支援の強化を求める意見がある。全てのこどもの育ちを応援し、こどもの良質な成育環境
を整備するとともに、全ての子育て家庭に対して、多様な働き方やライフスタイルにかかわらない形での支

援を強化するため、現行の幼児教育・保育給付に加え、月一定時間までの利用可能枠の中で、就労要件
を問わず時間単位等で柔軟に利用できる新たな通園給付（「こども誰でも通園制度（仮称）」）を創設す

る。 
○ 具体的には、2025 年度に子ども・子育て支援法に基づく地域子ども・子育て支援事業として制度化し、

実施自治体の増加を図った上で、2026 年度から子ども・子育て支援法に基づく新たな給付として全国
の自治体において「こども誰でも通園制度（仮称）」を実施できるよう、所要の法案を次期通常国会に提

出する。 
○ 2025 年度からの制度化に向けて、2023 年度から本格実施を見据えた試行的事業の開始を可能と

することとし、2024 年度も含めた試行的事業の実施状況を踏まえつつ、制度実施の在り方について検
討を深める。 

○ 病児保育の安定的な運営を図る観点から、病児保育に係る保育士等の職務の特殊性等を踏まえた基
本分単価の引上げ等を、2024 年度から行う。 
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